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道志村告示第２号 

 

 令和４年第２回道志村議会定例会を次のとおり招集する。 

 

  令和４年２月２４日 

 

                           道志村長 長 田 富 也 

 

記 

 

１ 日  時  令和４年３月８日（火） 

 

２ 場  所  やまゆりセンターふれあいホール 
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◎応招・不応招議員 

────────────────────────────────────────── 

応招議員（１０名） 

     １番  佐 藤 光 栄 君      ２番  山 口   章 君 

     ３番  池 谷 銀 重 君      ４番  佐 藤   徹 君 

     ５番  佐 藤 喜 章 君      ６番  白 井 勝 光 君 

     ７番  杉 本 孝 正 君      ８番  佐 藤   進 君 

     ９番  出 羽 和 平 君     １０番  大 田 博 文 君 

────────────────────────────────────────── 

不応招議員（なし） 

────────────────────────────────────────── 
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令 和 ４ 年 第 ２ 回 道 志 村 議 会 定 例 会 

 

議 事 日 程 （第１号） 

 

                     令和４年３月８日（火曜日）午前１０時開会 

 

第１  会議録署名議員の指名 

第２  会期の決定 

第３  富士・東部広域環境事務組合議会議員の選挙について 

第４  議案第 ２号 道志村消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正

する条例 

第５  議案第 ３号 道志村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

第６  議案第 ４号 道志村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

第７  議案第 ５号 道志村職員給与条例の一部を改正する条例 

第８  議案第 ６号 道志村各種委員等報酬並びに費用弁償条例の一部を改正する条例 

第９  議案第 ７号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を廃止

する条例 

第１０ 議案第 ８号 道志村国民健康保険条例の一部を改正する条例 

第１１ 議案第 ９号 道志村若者定住応援条例の一部を改正する条例 

第１２ 議案第１０号 道志村若者定住促進住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例 

第１３ 議案第１１号 道志村小規模企業振興基本条例 

第１４ 議案第１２号 村道路線の認定について 

第１５ 議案第１３号 道志川渓流フィッシングセンターの指定管理者の指定について 

第１６ 議案第１４号 道志村交流促進施設の指定管理者の指定について 

第１７ 議案第１５号 道志村特産品加工施設の指定管理者の指定について 

第１８ 議案第１６号 室久保魚苗センターの指定管理者の指定について 

第１９ 議案第１７号 みなもと体験館の指定管理者の指定について 

第２０ 議案第１８号 令和３年度道志村一般会計補正予算（第７回） 

第２１ 議案第１９号 令和３年度道志村国民健康保険特別会計補正予算（第３回） 

第２２ 議案第２０号 令和３年度道志村国民健康保険診療所特別会計補正予算（第４回） 
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第２３ 議案第２１号 令和３年度道志村簡易水道事業特別会計補正予算（第３回） 

第２４ 議案第２２号 令和３年度道志村介護保険特別会計補正予算（第３回） 

第２５ 議案第２３号 令和３年度道志村介護保険サービス特別会計補正予算（第２回） 

第２６ 議案第２４号 令和３年度道志村浄化槽事業特別会計補正予算（第３回） 

第２７ 議案第２５号 令和３年度道志村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回） 

第２８ 議案第２６号 令和４年度道志村一般会計予算 

第２９ 議案第２７号 令和４年度道志村国民健康保険特別会計予算 

第３０ 議案第２８号 令和４年度道志村国民健康保険診療所特別会計予算 

第３１ 議案第２９号 令和４年度道志村簡易水道事業特別会計予算 

第３２ 議案第３０号 令和４年度道志村介護保険特別会計予算 

第３３ 議案第３１号 令和４年度道志村介護保険サービス特別会計予算 

第３４ 議案第３２号 令和４年度道志村浄化槽事業特別会計予算 

第３５ 議案第３３号 令和４年度道志村後期高齢者医療特別会計予算 

────────────────────────────────────────── 

出席議員（１０名） 

     １番  佐 藤 光 栄 君      ２番  山 口   章 君 

     ３番  池 谷 銀 重 君      ４番  佐 藤   徹 君 

     ５番  佐 藤 喜 章 君      ６番  白 井 勝 光 君 

     ７番  杉 本 孝 正 君      ８番  佐 藤   進 君 

     ９番  出 羽 和 平 君     １０番  大 田 博 文 君 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────────────────── 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

村 長 長 田 富 也 君 副 村 長 山 口 晃 司 君 

総 務 課 長 菅 谷 克 士 君 住民健康課長 山 口 登 美 君 

産業振興課長 山 口 俊 一 君 ふるさと振興
課 長 山 口 俊 一 君 

教 育 課 長 佐 藤 万寿人 君   

────────────────────────────────────────── 
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────────────────────────────────────────── 

職務のため議場に出席した者の職氏名 

事 務 局 書 記 佐 藤 勇 樹 君   
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────────────────────────────────────────── 

◎開会の宣告 

○議長（出羽和平君） ただいまの出席議員は１０名で定足数に達しております。 

  よって、令和４年第２回道志村議会定例会は成立しましたので、これより開会いたします。 

（午前１０時００分） 

────────────────────────────────────────── 

◎村長挨拶 

○議長（出羽和平君） ここで、長田村長より招集の挨拶をお願いします。 

〔「はい、議長」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 村長、長田富也君。 

〔村長 長田富也君 登壇〕 

○村長（長田富也君） 令和４年第２回道志村議会定例会の開会にあたりまして、一言ご挨拶

を申し上げます。 

  本日、令和４年第２回道志村議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様には、ご

多忙にもかかわらず、全議員のご参集をいただき厚くお礼申し上げます。 

  まず、今月２日、本村と日本郵便株式会社との包括連携に関する協定の締結式を行いまし

た。この協定は、村民の皆様が安心して暮らせる社会を実現するため、村内全域をカバーす

る郵便局の配達ネットワークを活かし、高齢者や子どもの見守り活動をはじめ、道路・橋梁、

水路の破損や異常、不法投棄などの情報提供と、幅広く連携する内容となっており、子育て

世代の支援や高齢者が生きがいを持って暮らす「健康長寿社会」を推進する本村にとっても、

大変心強いものでもあります。この協定締結を機に、郵便局との連携をさらに深め、今まで

以上の住民サービスの向上と、住民の皆様が安全で安心して暮らせる地域となれるよう取り

組んでまいりたいと思いますので、議員の皆様においても、ご理解とご協力をお願いします。 

  さて、新型コロナウイルス感染状況については、全国的に第６波のピークは越えたといわ

れていますが、山梨県におけるオミクロン株の感染拡大は、依然として高い水準となってお

り、村内でも感染者が確認されるなど、予断を許さない状況でもあります。そのため、引き

続き高い警戒感を持って感染防止対策を講じる必要がある状況でもあります。村では、知事

からの要請を受け、連日、告知端末を利用し、山梨県からの協力要請を住民の皆様に周知し、

感染拡大防止に取り組むようお願いしているところでもあり、感染予防効果や重症化予防の

効果を高めることができる３回目のワクチン接種についても、対象者の７５％に予約をいた
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だいており、３月中には希望者全員の接種を完了するよう、十分な感染拡大予防措置を取り

ながら、すすめているところでもあります。 

  さて、私の就任時からの公約テーマである「安心・安全で豊かな道志村づくり」は、交通

インフラの整備こそが「未来の道志村への第一歩」だと強く訴え、県に対して要望してまい

りました。現在、山梨県が工事を進めている国道４１３号の道志バイパスにおいては、来年

度より本格的なトンネル工事が始まります。また、トンネル工事を含む県道都留道志線にお

いても、住民の皆様に向けた説明会を県が計画するなど、着実に進捗しております。今後は、

速やかに計画が進行するよう、村民の皆様のご協力をいただきながら推進してまいりますの

で、ご協力をお願いいたします。 

  さて、本定例会に付議します案件は、令和4年度一般会計当初予算ほか７つの特別会計当

初予算を合わせた総額が、３６億４，７８２万１千円となり、前年度と比較して６，０２１

万５千円の増額となっています。その他、令和３年度補正予算8件、条例の１部改正８件、

条例の廃止１件、制定１件、村道路線の認定１件、公の施設の指定管理者の指定５件の計３

２件であります。議案の詳細につきましては、議案審議で説明させていただきますので、ご

審議の程、よろしくお願いいたしまして、開会にあたってのあいさつとさせていただきます。 

  ありがとうございました。 

────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（出羽和平君） これより本日の会議を開きます。 

────────────────────────────────────────── 

◎議事日程の報告 

○議長（出羽和平君） 本日の議事は、配付してあります日程表第１号のとおりであります。 

────────────────────────────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（出羽和平君） この際、議案の審議に先立ちまして諸般の報告を行います。 

  監査委員から地方自治法第１９９条第９項の規定に基づき、令和３年１１月、１２月、令

和４年１月分の例月出納検査結果の報告が、お手元に配布のとおりありました。 

  次に、地方自治法第１２１条の規定に基づき、議長から、今定例会に村長及び教育長に対

し説明員の出席要求を行いましたので報告いたします。 

  なお、教育長につきましては、本日は欠席の通知がありましたのでご了承願います。 
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  次に、令和３年第７回定例会及び令和４年第１回臨時会において議決した各委員会の閉会

中の継続調査、継続審査の報告を求めます。 

  議会運営委員長、佐藤喜章君。 

〔「はい、議長」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 佐藤喜章君。 

〔議会運営委員長 佐藤喜章君 登壇〕 

○議会運営委員長（佐藤喜章君） 議会運営委員会の閉会中の継続調査について、報告させて

いただきます。 

  令和３年第７回定例会において、議会の運営に関する事項について、継続調査を要する旨

を議長に対し申し出、令和３年１２月１０日の本会議において議決された件についての報告

であります。 

  令和４年３月１日午後１時３０分より、やまゆりセンターにおいて委員会を招集し、委員

３名と議長、職務のために議会事務局の出席がありました。 

  決定された事項は、次の３項目です。 

  １ 会期は本日より３月１８日までの１１日間とし、配布してある日程表のとおりとする

こと。 

  ２ 一般質問の通告者はありません。 

  ３ 議会運営委員会の閉会中の継続調査を申し出ること。 

  以上で、議会運営委員会の閉会中の継続調査についての報告を終了いたします。 

○議長（出羽和平君） 総務文教常任委員長、佐藤徹君。 

〔「はい、議長」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 佐藤徹君。 

〔総務文教常任委員長 佐藤徹君 登壇〕 

○総務文教常任委員長（佐藤徹君） 総務文教常任委員会の閉会中の継続調査について、報告

させていただきます。 

  令和３年第７回定例会において、総務文教常任委員会の調査について、継続調査を要する

旨を議長に対し申し出、１２月１０日の本会議において決議された件についての報告であり

ます。 

  令和４年３月１日午後３時より、やまゆりセンター２階において、ふるさと振興課長によ

る勉強会を実施しました。議員全員と、職務のために議会事務局長、議会事務局の出席があ
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り、「第２期道志村まち・ひとしごと創生総合戦略」について説明を受け意見交換をしまし

た。 

  また、今後も継続調査を要することと決定しましたので、所管事務の調査について、会議

規則の規定により、閉会中の継続調査を議長に申し出いたしました。 

  以上で、総務文教常任委員会の閉会中の継続調査についての報告とさせていただきます。 

○議長（出羽和平君） 広報常任委員長、杉本孝正君。 

〔「はい、議長」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 杉本孝正君。 

〔広報常任委員長 杉本孝正君 登壇〕 

○広報常任委員長（杉本孝正君） 広報常任委員会の閉会中の継続調査について、報告させて

いただきます。 

  令和３年第７回定例会において、所管事務の調査を要する旨を議長に対し申し出、１２月

１０日の本会議において議決された件についての報告であります。 

  令和４年３月１日午後１時３０分より、やまゆりセンターにおいて委員会を招集し、委員

３名と議長、職務のために議会事務局の出席がありました。 

  １２月１３日午前９時より、議会事務局室において広報常任委員会を開催いたしました。

議長及び議会事務局長、委員全員の出席があり、その後１７日までの５日間において、どう

し議会だより第５３号についてレイアウトや掲載する記事の内容について協議・編集を行

い、完成することができました。 

  令和４年３月１日午前１０時より、やまゆりセンター２階控室において、議長、事務局、

委員全員にて、どうし議会だより第５４号の 

レイアウトや掲載する内容、日程について協議しました。 

  以上、広報常任委員会の広報常任委員会の閉会中の継続調査の活動内容でしたので報告と

させていただきます。 

  また、委員会後、閉会中の継続調査の申し出につきましては、所管事務の調査について、

今後も継続調査を要することと決定しましたので、会議規則の規定により、議長に申し出い

たしました。 

 以上で、広報常任委員会の閉会中の継続調査の報告といたします。 

○議長（出羽和平君） 資格審査特別委員長、杉本孝正君。 

〔「はい、議長」という声あり〕 



- 10 - 

 

○議長（出羽和平君） 杉本孝正君。 

〔資格審査特別委員長 杉本孝正君 登壇〕 

○資格審査特別委員長（杉本孝正君） 資格審査特別委員会の閉会中の継続調査について、報

告させていただきます。 

  令和４年第１回臨時会において、資格審査に関する事項について、継続審査を要する旨を

議長に対し申し出、１月１４日の本会議において議決された件についての報告であります。 

  １月３１日、午後１時３０分、２月９日午後３時より、やまゆりセンター、２月２４日午

前１０時より中央公民館において委員会を招集し、委員８名と、職務のために議会事務局の

出席がありました。 

  審査事項は、次の２項目です。 

  １ 議員の資格決定の件について。 

  ２ 資格審査特別委員会の閉会中の継続調査を申し出ること。 

  以上で、資格審査特別委員会の閉会中の継続調査についての報告を終了いたします。 

○議長（出羽和平君） 以上で諸般の報告を終わります。 

────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（出羽和平君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則の規定により、第８番議員、佐藤進君及び第１０番議員、大

田博文君を指名いたします。 

────────────────────────────────────────── 

◎会期の決定 

○議長（出羽和平君） 日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

  お諮りいたします。 

  本臨時会の会期は、本日から１８日までの１１日間としたいと思います。ご異議ありませ

んか。  

〔「異議なし」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から１８日までの１１日間と決定いたしました。 

○議長（出羽和平君） 日程第１、日程第２を終了します。 

  この際、議事の都合により暫時休憩いたします。         （午前１０時２０分） 
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令 和 ４ 年 第 ２ 回 道 志 村 議 会 定 例 会 

 

議 事 日 程 （第２号） 

 

                   令和４年３月９日（水曜日）午後１時４５分開議 

 

第 １ 富士・東部広域環境事務組合議会議員の選挙について 

第 ２ 議案第１２号 村道路線の認定について 

第 ３ 議案第１３号 道志川渓流フィッシングセンターの指定管理者の指定について 

第 ４ 議案第１４号 道志村交流促進施設の指定管理者の指定について 

第 ５ 議案第１５号 道志村特産品加工施設の指定管理者の指定について 

第 ６ 議案第１６号 室久保魚苗センターの指定管理者の指定について 

第 ７ 議案第１７号 みなもと体験館の指定管理者の指定について 

第 ８ 議案第１８号 令和３年度道志村一般会計補正予算（第７回） 

第 ９ 議案第１９号 令和３年度道志村国民健康保険特別会計補正予算（第３回） 

第１０ 議案第２０号 令和３年度道志村国民健康保険診療所特別会計補正予算（第４回） 

第１１ 議案第２１号 令和３年度道志村簡易水道事業特別会計補正予算（第３回） 

第１２ 議案第２２号 令和３年度道志村介護保険特別会計補正予算（第３回） 

第１３ 議案第２３号 令和３年度道志村介護保険サービス特別会計補正予算（第２回） 

第１４ 議案第２４号 令和３年度道志村浄化槽事業特別会計補正予算（第３回） 

第１５ 議案第２５号 令和３年度道志村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回） 
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────────────────────────────────────────── 

出席議員（１０名） 

     １番  佐 藤 光 栄 君      ２番  山 口   章 君 

     ３番  池 谷 銀 重 君      ４番  佐 藤   徹 君 

     ５番  佐 藤 喜 章 君      ６番  白 井 勝 光 君 

     ７番  杉 本 孝 正 君      ８番  佐 藤   進 君 

     ９番  出 羽 和 平 君     １０番  大 田 博 文 君 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────────────────── 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

村 長 長 田 富 也 君 副 村 長 山 口 晃 司 君 

教 育 長 佐 藤 文 泰 君 総 務 課 長 菅 谷 克 士 君 

住民健康課長 山 口 登 美 君 産業振興課長 山 口 俊 一 君 

ふるさと振興
課 長 山 口 かおり 君 教 育 課 長 佐 藤 万寿人 君 

────────────────────────────────────────── 

職務のため議場に出席した者の職氏名 

事 務 局 書 記 佐 藤 勇 樹 君   
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────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（出羽和平君） ただいまの出席議員は１０名で定足数に達しております。 

  よって、これより会議を開きます。 

（午後１時４５分） 

────────────────────────────────────────── 

◎議事日程の報告 

○議長（出羽和平君） 本日の議事は、配付してあります日程表第２号のとおりであります。 

────────────────────────────────────────── 

◎富士・東部広域環境事務組合議会議員の選挙 

○議長（出羽和平君） 日程第１、「富士・東部広域環境事務組合」議会議員の選挙について

議題といたします。 

  令和４年２月１日付け「富士・東部広域環境事務組合」の設立に伴い、「富士・東部広域

環境事務組合」規約第５条及び第６条の規定に基づき道志村議会より１名の組合議会議員選

出のため選挙を行うものです。 

  お諮りします。 

  選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推薦にしたい

と思います。 

  ご異議ありませんか。 

［「異議なし」という声あり］ 

○議長（出羽和平君） 異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推薦で行うことに決定いたしました。 

  お諮りします。 

  指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

［「異議なし」という声あり］ 

○議長（出羽和平君） 異議なしと認めます。 

  よって、議長が指名することに決定いたしました。 

  富士・東部広域環境事務組合議会議員に、山口章君を指名します。 

  お諮りします。 
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  ただいま議長が指名しました山口章君を富士・東部広域環境事務組合議会議員の当選人と

定めることに、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」という声あり］ 

○議長（出羽和平君） 異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名しました山口章君が富士・東部広域環境事務組合議会議員に当選さ

れました。 

  ただいま、富士・東部広域環境事務組合議会議員に当選されました山口章君が議場におら

れますので、会議規則第３３条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

  以上で、「富士・東部広域環境事務組合」議会議員の選挙を終わります。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第１２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（出羽和平君） 日程第２、議案第１２号村道路線の認定について議題とします。 

  村当局より提案理由の説明を求めます。 

〔「はい議長」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 産業振興課長（山口俊一君） 

○産業振興課長（山口俊一君） 議案第１２号 議案第１２号村道路線の認定についてご説明

いたします。 

  善之木地区の掛水沢において山梨県の砂防事業により整備された箇所の路側を村道として

認定するため、道路法第８条第２項の規定に基づき議会の議決を求める必要があるため提案

するものでございます。 

  路線名は村道掛水線、起点は道志村字善之木１０６１６番地先から終点は１０６１９番地

先までとなってございます。 

  以上が、村道路線の認定についての内容であります。 

  ご審議をよろしくお願いいたします。 

○議長（出羽和平君） 本案件について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 質疑なしと認めます。 

  次に、本案件について討論を行います。 
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  討論はありませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第１２号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案件は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１２号は原案のとおり決定いたしました。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第１３号から議案第１７号の一括上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（出羽和平君） 日程第３、議案第１３号道志川渓流フィッシングセンターの指定管理

者の指定についてから、日程第７、議案第１７号みなもと体験館の指定管理者の指定につい

て、までの５案件は、関連議案ですので一括議題とします。 

  村当局より提案理由の説明を求めます。 

〔「はい議長」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 産業振興課長（山口俊一君） 

○産業振興課長（山口俊一君） 議案第１３号から、議案第１７号につきましては、令和４年

４月１日から指定期間が新たに始まる公の施設の指定管理者を地方自治法第２４４条の２第

３項及び各公の施設の設置及び管理に関する条例の指定管理に関する規定に基づき指定管理

者を指定するものでございます。地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、あらかじ

め議会の議決を経る必要があるため議案を提出いたします。 

内容につきましては、議案の朗読をもって説明とさせていただきます。 

議案第１３号道志川渓流フィッシングセンターの指定管理者の指定について。 

施設の名称、道志川渓流フィッシングセンター。 

指定管理者となる団体の名称、道志村９２３７番地、道志村漁業協同組合、代表理事、平

賀一彦。 

指定管理期間、令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで。 

続きまして、議案第１７号道志村交流促進施設の指定管理者の指定について。 

施設の名称、道志村交流促進施設。 
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指定管理者となる団体の名称、道志村９７４５番地、株式会社どうし、代表取締役、長田

富也。 

指定管理期間、令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで。 

続きまして、議案第１５号道志村特産品加工施設の指定管理者の指定について。 

施設の名称、道志村特産品加工施設。 

指定管理者となる団体の名称、道志村８０２０番地、道志村高齢者いきがい発揮生産組合、

組合長、佐藤昭。 

指定管理期間、令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで。 

続きまして、議案第１６号室久保魚苗センターの指定管理者の指定について。 

施設の名称 室久保魚苗センター。 

指定管理者となる団体の名称、神奈川県大和市下鶴間２３６１番地、有限会社さがみ水

産、代表取締役、長谷川賢太朗。 

指定管理期間、令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで。 

続きまして、議案第１７号みなもと体験館の指定管理者の指定について。 

施設の名称、みなもと体験館。 

指定管理者となる団体の名称、道志村６８９４番地４、道志村子ども農山漁村地域協議会、

会長、池谷昌久。 

指定管理期間、令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで。 

以上５つの施設について、ご審議をよろしくお願いいたします。 

○議長（出羽和平君） 以上の５案件について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 質疑なしと認めます。 

  次に、５案件について討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「はい議長」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） これから、討論を行います。 

  まず、原案に反対の方の発言を許します。 

〔「はい議長」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） ８番議員 佐藤 進君 
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○８番議員（佐藤 進君） 議案第１４号 道志村交流促進施設の指定管理の指定について反

対討論を行います。 

  道志村交流促進施設、道の駅どうしは、ここ数年村からの赤字補填を一般財源で行ってい

ます。前年度に施設の改修を行い売り上げが上がるとの説明もありました。しかしながら、

今年度も本定例会において１２００万円の使用料の減額補正予算案が提出され、経営の改善

は見られません。村の自主財源が少ない中での補填は財政の逼迫を今以上に厳しくするもの

であります。平成２７年６月定例会一般質問で村長が「あまりにも経営状態が改善されなか

ったり、村に過度な負担を求めたりする場合には、別の管理者を公募するなどの対応も必要

になってくると考えています。」と答弁がありました。 

  こうしたことを考慮し、指定期間、令和４年４月１日から令和７年３月３１日までを令和

４年４月１日から令和５年３月３１日までの１年間に修正し、令和４年度中に株式会社どう

しにかわる、指定管理者の事業者選定を行っていただきたい。 

  以上反対討論とします。 

○議長（出羽和平君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

  他に討論はありませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） これで討論を終わります。 

  これより議案第１３号から、議案第１７号を採決いたします。 

  この採決は、起立によって行います。 

  議案第１３号から、議案第１７号について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（出羽和平君） 賛成多数。 

  よって、議案第１３号道志川渓流フィッシングセンターの指定管理者の指定について、議

案第１４号道志村交流促進施設の指定管理者の指定について、議案第１５号道志村特産品加

工施設の指定管理者の指定について、議案第１６号道志村室久保魚苗センターの指定管理者

の指定について、議案第１７号道志村みなもと体験館の指定管理者の指定について、以上５

案件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────────── 
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────────────────────────────────────────── 

◎議案第１８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（出羽和平君） 日程第８、議案第１８号令和３年度道志村一般会計補正予算（第７回）

について議題といたします。 

  村当局より提案理由の説明を求めます。 

〔「はい議長」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 総務課長（菅谷克士君）。 

○総務課長（菅谷克士君） 議案第１８号令和３年度道志村一般会計補正予算（第７回）につ

いて説明いたします。 

  議案第１８号 令和３年度道志村一般会計補正予算（第７回）について説明いたします。

令和３年度道志村一般会計補正予算（第７回）につきましては、第1条歳入歳出予算で、既

定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，１７２万円を追加し、総額２５億４，４

６５万８千円とするものです。 

  この補正予算は、年度末での事業費の確定や、コロナウイルス感染拡大により、執行する

ことができなかった事業費等の精査により、不用額等を減額するものでございます。主な内

容についてご説明をいたします。 

  歳入につきましては、１款村税は村民税で法人、法人割の３３３万６千円等の増額で３

４５万９千円の増額を見込み、３款利子割交付金、６款利子割交付金、７款地方消費税交

付金が交付額の確定により合わせて２９７万４千円の増額、１１款地方交付税は普通交付

税の法律の一部改正に伴い４，５２７万１千円の増額、１２款分担金及び負担金は広域入

所負担金の減額等で１５６万６千円の減額、１３款、使用料及び手数料は、コロナウイル

ス感染拡大により売上が減少したことに伴う道の駅どうしの使用料１，２００万円の減額

等で１，５０７万７千円の減額、１４款国庫支出金は、新型コロナウイル感染症対応地方

創生臨時交付金、社会保障・税番号制度システム整備費補助金等により４６６万６千円の

増額、１５款県支出金は農林水産業施設災害復旧費補助金の減額のほか、各種県補助金、

負担金の確定などにより４，０９１万２千円の減額、１７款寄付金ではふるさと納税の確

定見込みなどで１，０４１万３千円の減額、１８款繰入金ではふるさと納税充当事業の確

定などにより、６９７万４千円の減額、２０款諸収入では宝くじ交付金の増額など１９９

万２千円の増額、２１款村債は一般公共事業等債、農地・農林漁業事業債などの増により

３，８３０万円の増額です。 
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  次に、歳出につきましては、人件費の確定見込みや各種事業の不用額のほか、１款議会

費において事務局人件費などの減額で５８９万９千円の減額、２款総務費において、庁舎

建設のスケジュール変更に伴う補助金の減、オリンピック・パラリンピック推進費の事業

終了による減、ＬＥＤ街路灯整備工事の入札差金に伴う減、ふるさと納税の見込額変更に

よる返礼品等に係る事業費の減、半導体不足によって発注困難となったＬＧＷＡＮファイ

アウォール更改の事業中止などの減で、３，１４６万３千円の減額、３款民生費において、

社会福祉協議会運営補助金の減、介護保険特別会計への繰出金の減、保育所人件費の減な

どにより１，３６９万１千円の減額、４款衛生費において、新型コロナウイルスワクチン

接種事業費の減のほか、各種事業の不用額を精査し４１０万８千円の減額、６款農林水産

業費において、県営事業負担金で農村災害対策整備事業の増額に伴い負担金が増額となる

一方、地籍調査費で認証委託費の減、林業振興費で森林環境譲与税事業委託費の減により

２６９万７千円の減額、７款商工費において、宿泊事業者支援給付金事業補助金、観光施

設等事業基金積立金の減のほか、コロナウイルス感染拡大防止に伴い休業を余儀なくされ

収入減となった道志の湯への運営補助金の増により１０万６千円の減額、８款土木費にお

いて、簡易水道事業特別会計及び浄化槽事業特別会計繰出金の減、道路維持費、道路新設

改良費で事業の見直しによる減で９９６万１千円の減額、９款消防費において、決算見込

みから常備消防事務委託費、消防団活動事業費、災害対策事業費が減となり１，５２９万

６千円の減額、１０款教育費において、村単教諭退職に伴う人件費の減及び各種事業の不

用額精査で２８３万８千円の減額、１１款災害復旧費においては林道野原線災害復旧工事

が補助事業から単独事業へと予算を組み替えております。１３款諸支出金において、基金

費での積立で人と自然が輝く水源の郷づくり道志村応援寄付金費、暮らし向上基金費で減

額となる一方、公共施設整備等事業基金、道志村森林環境譲与税基金費へは増額となり１

億７７６万８千円の増額となることが主な内容であります。 

  なお、詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書のとおりです。 

  次に、第２条地方債は過疎対策事業債及び緊急自然災害防止対策事業債で減額、公共事業

債、災害復旧事業債、補正予算債で増額となり３，８３０万円の増額となっています。 

  次に第３条繰越明許費補正につきましては、地方自治法第２１３条第１項の規定により、

翌年に繰り越して使用する事ができる経費は、２款総務費１，８２０万５千円、３款民生費

５０万円、６款農林水産費１，８８４万８千円、８款土木費１億４，６４４万７千円、１１

款災害復旧費４，０２０万５千円です。詳細については「第３表繰越明許費補正」のとおり
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です。 

  以上が、令和３年度道志村一般会計補正予算（第７回）の内容です。 

  よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（出羽和平君） 本案件について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 質疑なしと認めます。 

  次に、本案件について討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「はい議長」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） これから、討論を行います。 

  まず、原案に反対の方の発言を許します。 

〔「はい議長」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） １番議員 佐藤光栄君 

○１番議員（佐藤光栄君） 議案第１８号 道志村一般会計補正予算（第７回）について反対

討論を行います。 

  道志村一般会計補正予算（第７回）の歳入１３款１項３目１節の道の駅どうし使用料１，

２００万円の減額、歳出７款１項２目１８節の１，０００万円については、いずれも、指定

管理者の株式会社どうしの運営方法に起因したものと思われる。 

  客入りが減少する中でも、他市町村の同様施設においては、様々な取り組みを行い集客を

図っております。道の駅どうしについては、集客を図ったり、運営の改善も見られません。

昨年度同様、赤字なので使用料の減免と補填をお願いしますと言われれば、予算化してその

場しのぎをしているとしか思えません。 

  歳入１３款１項３目１節の道の駅どうし使用料１，２００万円の減額、歳出７款１項２目

１８節の１，０００万円については、予算案から削除し、修正をお願いします。 

  以上、反対討論とします。 

○議長（出羽和平君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

  他に討論はありませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） これで討論を終わります。 
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  これより議案第１８号を採決いたします。 

  この採決は、起立によって行います。 

  議案第１８号について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

○議長（出羽和平君） 賛成多数。 

  よって、議案第１８号令和３年度道志村一般会計補正予算（第７回）は、原案のとおり可

決されました。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第１９号から第２５号の一括上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（出羽和平君） 日程第９、議案第１９号令和３年度道志村国民健康保険特別会計補正

予算（第３回）から日程第１５、議案第２５号令和３年度道志村後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２回）までの７案件は一括議題といたします。 

  村当局より提案理由の説明を求めます。 

〔「はい議長」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 住民健康課長、（山口登美君）。 

○住民健康課長（山口登美君） 議案第１９号令和３年度道志村国民健康保険特別会計補正予

算(第３回)についてご説明いたします。 

  補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９１４万円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億８３，３６万５千円とするものであります。 

  主な補正内容についてご説明いたします。 

  歳入につきましては、１款国民健康保険料４万８千円の減額、６款県支出金１，５４１万

円の減額、８款繰入金８万４千円の減額、９款繰越金６９４万３千円の増額、１０款諸収入

５４万１千円を減額するものです。 

  歳出につきましては、１款総務費８万４千円の減額、２款保険給付費６６８万円の減額、

５款保健事業費４４万１千円の減額、７款諸支出金１９３万５千円を減額するものです。 

  なお、詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書のとおりです。 

  続きまして、議案第２０号令和３年度道志村国民健康保険診療所特別会計補正予算(第４

回)についてご説明いたします。 

  補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４５９万９千円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２，３５０万３千円とするものであり

ます。主な補正内容についてご説明いたします。 
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  歳入につきましては、１款診療収入２６６万４千円の減額、３款 繰入金１９３万５千円

を減額するものです。 

  歳出につきましては、１款総務費４５９万９千円を減額するものです。 

  なお、詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書のとおりです。 

  ご審議をよろしくお願いいたします。 

〔「はい議長」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 産業振興課長、（山口俊一君）。 

○産業振興課長（山口俊一君） 議案第２１号令和３年度道志村簡易水道事業特別会計補正予

算（第３回）について、ご説明いたします。 

  補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３２５万８千

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３１万４千円とするものでありま

す。 

  補正予算の主な内容についてご説明いたします。 

  歳入につきましては、２款使用料及び手数料５６万円の減額、３款国庫支出金５５万２千

円の減額、４款県支出金８１万９千円の増額、５款繰入金１７４万４千円の減額、７款諸収

入２万１千円の減額、８款村債１２０万円を減額するものです。 

  歳出につきましては、１款簡易水道事業費３２５万８千円を減額するものです。 

  第２条地方債は、簡易水道事業債６０万円の減額、過疎対策事業債６０万円の減額、合せ

て１２０万円の減額となっております。 

  詳細については、第２表地方債補正のとおりです。 

  第３条繰越明許費補正につきましては、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年

に繰り越して使用することができる経費は、１款簡易水道事業費４０２万６千円です。 

  詳細については、第３表繰越明許費のとおりです。 

  なお、詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書のとおりです。 

  ご審議をよろしくお願いいたします。 

〔「はい議長」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 住民健康課長、（山口登美君）。 

○住民健康課長（山口登美君） 議案第２２号令和３年度道志村介護保険特別会計補正予算

(第３回)についてご説明いたします。 

  補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８９７万８千円を
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減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億１，３７９万８千円とするものであり

ます。 

  主な補正内容についてご説明いたします。 

  歳入につきましては、１款保険料１５２千円の増額、３款国庫支出金４０５万３千円の減

額、４款支払基金交付金２７５万４千円の減額、５款県支出金１１０万８千円の減額、６款

繰入金１２１万６千円を減額するものです。 

  歳出につきましては、１款総務費１６万７千円の減額、２款保険給付費９６３万円の減額、

４款地域支援事業費１１８万円の減額、６款諸支出金１９９万９千円を増額するものです。 

  なお、詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書のとおりです。 

  ご審議をよろしくお願いいたします。 

  続きまして、議案第２３号令和３年度道志村介護保険サービス事業特別会計補正予算(第

２回)についてご説明いたします。 

  補正につきましては、歳入の介護サービス事業収入を減額し、同額を繰入金に増額するも

ので、歳入歳出予算の総額は変わりなく８７万２千円とするものであります。 

  主な補正内容についてご説明いたします。 

  歳入につきまして、１款介護サービス事業収入２３万２千円を減額、２款繰入金２３万２

千円を増額するものです。 

  なお、詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書のとおりです。 

  ご審議の程よろしくお願いいたします。 

〔「はい議長」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 産業振興課長、（山口俊一君）。 

○産業振興課長（山口俊一君） 議案第２４号令和３年度道志村浄化槽事業特別会計補正予算

（第３回）について、ご説明いたします。 

  補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２０８万円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１，６７０万７千円とするものであり

ます。 

  補正予算の主な内容についてご説明いたします。 

  歳入につきましては、２款使用料及び手数料５万円の増額、５款繰入金２１３万円を減額

するものです。 

  歳出につきましては、１款浄化槽事業費２０８万円を減額するものです。 
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  なお、詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書のとおりです。   

  ご審議をよろしくお願いいたします。 

〔「はい議長」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 住民健康課長、（山口登美君）。 

○住民健康課長（山口登美君） 議案第２５号令和３年度道志村後期高齢者医療特別会計補正

予算(第２回)についてご説明いたします。 

  補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６３万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４８３５万３千円とするものであります。 

  主な補正内容についてご説明いたします。 

  歳入につきましては、１款後期高齢者医療保険料４８万８千円の増額、２款広域連合支出

金７万３千円の減額、５款分担金及び負担金４万１千円の減額、６款繰入１３０万８千円の

増額、７款雑収入５万３千円を減額するものです。 

  歳出につきましては、１款総務費１０万１千円の減額、２款後期高齢者医療負担金２００

万円の増額、３款保健事業費２６万８千円を減額するものです。 

  なお、詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書のとおりです。 

  ご審議をよろしくお願いいたします。 

○議長（出羽和平君） 以上の７案件について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 質疑なしと認めます。 

  次に、７案件について討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第１９号から議案第２５号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第１９号から議案第２５号について、原案のとおり決することにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 異議なしと認めます。 



- 25 - 

 

  よって、議案第１９号令和３年度道志村国民健康保険特別会計補正予算（第３回）、議案

第２０号令和３年度道志村国民健康保険診療所特別会計補正予算（第４回）、議案第２１号

令和３年度道志村簡易水道事業特別会計補正予算（第３回）、議案第２２号令和３年度道志

村介護保険特別会計補正予算（第３回）、議案第２３号令和３年度道志村介護保険サービス

特別会計補正予算（第２回）、議案第２４号令和３年度道志村浄化槽事業特別会計補正予算

（第３回）、議案第２５号令和３年度道志村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）以

上７案件は、原案のとおり決定しました。 

────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（出羽和平君） 以上で本日の日程は全て終了しました。 

  本日はこれで散開します。 

  ご苦労様でした。 

 

（午後２時３５分） 
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令 和 ４ 年 第 ２ 回 道 志 村 議 会 定 例 会 

 

議 事 日 程 （第３号） 

 

                   令和４年３月１８日（金曜日）午後２時１０分開議 

 

第 １ 議案第 ２号 道志村消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正

する条例 

第 ２ 議案第 ３号 道志村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

第 ３ 議案第 ４号 道志村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

第 ４ 議案第 ５号 道志村職員給与条例の一部を改正する条例 

第 ５ 議案第 ６号 道志村各種委員等報酬並びに費用弁償条例の一部を改正する条例 

第 ６ 議案第 ７号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を廃止

する条例 

第 ７ 議案第 ８号 道志村国民健康保険条例の一部を改正する条例 

第 ８ 議案第 ９号 道志村若者定住応援条例の一部を改正する条例 

第 ９ 議案第１０号 道志村若者定住促進住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例 

第１０ 議案第１１号 道志村小規模企業振興基本条例 

第１１ 議案第２６号 令和４年度道志村一般会計予算 

第１２ 議案第２７号 令和４年度道志村国民健康保険特別会計予算 

第１３ 議案第２８号 令和４年度道志村国民健康保険診療所特別会計予算 

第１４ 議案第２９号 令和４年度道志村簡易水道事業特別会計予算 

第１５ 議案第３０号 令和４年度道志村介護保険特別会計予算 

第１６ 議案第３１号 令和４年度道志村介護保険サービス特別会計予算 

第１７ 議案第３２号 令和４年度道志村浄化槽事業特別会計予算 

第１８ 議案第３３号 令和４年度道志村後期高齢者医療特別会計予算 

追加日程第１ 同意第１号 道志村固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めるこ

とについて 

第１９ 閉会中の継続調査について 

────────────────────────────────────────── 
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出席議員（１０名） 

     １番  佐 藤 光 栄 君      ２番  山 口   章 君 

     ３番  池 谷 銀 重 君      ４番  佐 藤   徹 君 

     ５番  佐 藤 喜 章 君      ６番  白 井 勝 光 君 

     ７番  杉 本 孝 正 君      ８番  佐 藤   進 君 

     ９番  出 羽 和 平 君     １０番  大 田 博 文 君 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────────────────── 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

副 村 長 山 口 晃 司 君   

教 育 長 佐 藤 文 泰 君 総 務 課 長 菅 谷 克 士 君 

住民健康課長 山 口 登 美 君 産業振興課長 山 口 俊 一 君 

ふるさと振興
課 長 山 口 かおり 君 教 育 課 長 佐 藤 万寿人 君 

────────────────────────────────────────── 

職務のため議場に出席した者の職氏名 

事 務 局 書 記 佐 藤 勇 樹 君   
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────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（出羽和平君） ただいまの出席議員は１０名で定足数に達しております。 

  よって、これより会議を開きます。 

（午後２時１０分） 

────────────────────────────────────────── 

◎議事日程の報告 

○議長（出羽和平君） 本日の議事は、配付してあります日程表第３号のとおりです。 

────────────────────────────────────────── 

◎報告 

○議長（出羽和平君） この際議案の審議に先立ちまして報告がございます。 

  本日、村長につきましては、欠席の通知がありましたのでご了承願います。 

────────────────────────────────────────── 

◎日程の追加 

○議長（出羽和平君） 次に、本日、村長から道志村固定資産評価審査委員会委員の選任につ

き同意を求めることについて、追加案件が提出されました。 

  この際、これを日程に追加し、追加日程第１として議題にしたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 異議なしと認めます。 

  よって、同意第１号道志村固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに

ついてを、日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに決定いたしました。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第２号から議案第１１号の一括上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（出羽和平君） 日程第１、議案第２号道志村消防団の定員、任免、給与、服務等に関

する条例の一部を改正する条例から、日程第１０議案第１１号道志村小規模企業振興基本条

例までの１０案件を一括議題といたします。 

  村当局より説明を求めます。 

〔「はい議長」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 総務課長、菅谷克士君 
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○総務課長（菅谷克士君） 議案第２号道志村消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条

例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

  消防団は、住民の生命、身体及び財産を守るため、日々の消防活動に取り組んでいるほか、

日常における防火・防災活動、住民の防災意識や知識向上のための防災教育等、多岐にわた

り活動しています。 

  近年、全国的にも消防団員の担い手が減少している中、台風や集中豪雨による災害時には

昼夜を問わず住民のために尽力しています。 

  本改正は、消防団員の処遇の改善を図るため消防団を中核とした地域防災力の充実強化に

関する法律第１３条の消防団員の処遇改善に関する内容を鑑みて、消防団役員報酬を引き上

げるとともに、消防庁通知に基づき、出動手当を出動報酬に改めるものであります。 

  また、人口減少に伴い団員数も減少が続き、今後も改善する見込みがないことから、第２

条で定める定数を、２００人から１８０人に改めるものです。 

  なお、附則で施行期日を令和４年４月１日から施行すると定めております。 

  議案第３号道志村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてご

説明いたします。 

  令和３年８月１０日に人事院が行った公務員人事管理に関する報告及び国家公務員の育児

休業等に関する法律の改正についての意見の申出の中で、妊娠・出産・育児等と仕事の両立

支援のために講じる措置として不妊治療のための休暇を新設することに伴い、条例の一部を

改正するものであります。 

  改正内容は、別表第１で定める特別休暇の基準において、特別休暇の種類に不妊治療休暇

を追加し、期間を５日以内と定めるものです。 

  なお、附則で施行期日を令和４年１月１日から施行すると定めております。 

  議案第４号道志村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明い

たします。 

  令和４年２月１７日付け人事院規則の一部を改正する人事院規則の公布に伴い、非常勤職

員の育児休業の取得要件の緩和及び育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等

について改正があったため、条例の一部を改正するものであります。 

  主な改正内容は、第２１条に妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等

について定め、第２２条に勤務環境の整備に関する措置を定めたものです。 

  なお、附則で施行期日を令和４年４月１日から施行すると定めております。 
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  議案第５号道志村職員給与条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

  道志村職員給与条例において、規定されている行政職給料表級別基準職務表について、条

例の一部を改正するものであります。 

  改正内容は、５級の基準となる職務から局長、所長、会計管理者を除き、６級の基準とな

る職務から局長、会計管理者を除くものです。 

  なお、附則で公布の日から施行すると定めております。 

議案第６号道志村各種委員等報酬並びに費用弁償条例の一部を改正する条例についてご説明い

たします。 

  地方自治法第２０３条の２に定める特別職である非常勤の職員の報酬・費用弁償について

必要な事項を定めるものであります。 

  改正内容は、別表第１で定める職名で法務専門職員を追加し、報酬額を日額２万円と定め

るものです。 

  なお、附則で公布の日から施行すると定めております。 

  議案第７号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を廃止する条例

についてご説明いたします。 

  地方自治法第２０３条の２に定める特別職である非常勤の職員の報酬・費用弁償について

は、道志村各種委員等報酬並びに費用弁償条例に基づいて支給されており、条例が重複とな

るため、本条例を廃止するものであります。 

  なお、附則で公布の日から施行すると定めております。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〔「はい議長」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 住民健康課長、山口登美君。 

○住民健康課長（山口登美君） 議案第８号道志村国民健康保険条例の一部を改正する条例に

ついてご説明いたします。 

  この条例改正は、健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴い、未就学児の被保険者均

等割額の保険料軽減に係る端数処理について条例の一部を改正するものです。 

  改正内容につきましては、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国・地方の取組とし

て、未就学児に係る国民健康保険料均等割について、５割を公費により軽減するもので、そ

の軽減に係る端数処理に１円未満の端数が生じた場合、これを繰り上げた額を減額すること

を明記するものです。 
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  附則において、この条例は令和４年４月１日から施行すると定めております。 

  なお、条例の施行に関し必要な経過措置を定めております。 

  以上が、道志村国民健康保険条例の一部を改正する条例の内容になります。 

  ご審議をよろしくお願いいたします。 

〔「はい議長」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 産業振興課長、山口俊一君。 

○産業振興課長（山口俊一君） 議案第９号道志村若者定住応援条例の一部を改正する条例に

ついてご説明いたします。 

  第２期 道志村まち・ひと・しごと創生総合戦略に位置付けられている道志村若者定住事

業に関する道志村若者定住応援条例が令和４年３月３１日に失効となるため、施行期日を計

画終了の令和７年３月３１日まで延長するものであります。 

  また、第５条第１項へ第３条で定めている事業の内容について、それぞれ、補助率、限度

額を明記するものであります。 

  なお、附則において、この条例は、公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用す

る。 

  この条例は、令和７年３月３１日限り、その効力を失うと定めております。 

  以上が、道志村若者定住応援条例の一部を改正する条例の内容になります。 

  議案第１０号道志村若者定住促進住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例についてご

説明いたします。 

  この条例については、現在、建設を進めている大渡定住促進住宅の設置に伴い、所要の改

正を行うものであります。 

  条例改正の内容は、第３条中、道志村若者定住促進住宅の次に、大渡定住促進住宅Ａ、大

渡定住促進住宅Ｂの名称及び位置を加え、第４条第１項中、道志村若者定住促進住宅を若者

定住促進住宅に改め、第１４条第２項中、世帯についてはを場合はに改め、第３３条第１項

中、若者定住住宅を定住住宅に改めるものです。 

  なお、附則において、施行日を公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則

で定める日と定め、住宅が完成する前に募集等が行うことができるよう、準備行為について

も定めています。 

  以上が、道志村若者定住促進住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の内容になりま

す。 



- 32 - 

 

  議案第１１号道志村小規模企業振興基本条例についてご説明いたします。 

  近年、少子高齢化とそれに伴う人口減少、経済のグローバル化等の社会構造の変化に直面

しており、小規模企業を取り巻く環境は一層厳しさを増している状況であります。このよう

な中、次代に引き継ぐべき経済の持続的な発展、村民生活の向上のためには、地域社会を構

成する村民や行政等の様々な主体が共通認識を持ち、協働して小規模企業の振興に向けた取

り組みを展開していくことが重要となります。これらの施策を総合的に推進するために、こ

の条例を制定するものであります。 

  条例の内容につきましては、目的を第１条に定め、定義を第２条に定め、基本理念を第３

条に定め、基本的施策を第４条に定め、村の責務を第５条に定め、小規模企業者の役割を第

６条に定め、商工会の役割を第７条に定め、村民の理解と協力を第８条に定め、施策の実施

状況の検証を第９条に定め、財政上の措置を第１０条に定め、委任を第１１条に定めていま

す。 

  なお、附則で施行期日を公布の日から施行すると定めております。 

  以上が、道志村小規模企業振興基本条例の内容になります。 

  ご審議をよろしくお願いいたします。 

○議長（出羽和平君） 以上１０案件について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 質疑なしと認めます。 

  次に、本案件について討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第２号から、議案第１１号までの１０案件を一括して採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第２号から、議案第１１号までの１０案件は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第２号道志村消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正
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する条例、議案第３号道志村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、

議案第４号道志村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、議案第５号道志村

職員給与条例の一部を改正する条例、議案第６号道志村各種委員等報酬並びに費用弁償条例

の一部を改正する条例、議案第７号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例を廃止する条例、議案第８号道志村国民健康保険条例の一部を改正する条例、議案第

９号道志村若者定住応援条例の一部を改正する条例、議案第１０号道志村若者定住促進住宅

設置及び管理条例の一部を改正する条例、議案第１１号道志村小規模企業振興基本条例、以

上１０案件は、原案のとおり決しました。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第２６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（出羽和平君） 日程第１１、議案第２６号令和４年度道志村一般会計予算について議

題といたします。 

  村当局より提案理由の説明を求めます。 

〔「はい議長」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 総務課長、菅谷克士君。 

○総務課長（菅谷克士君） 議案第２６号令和4年度道志村一般会計予算についてご説明いた

します。 

  本村の財政状況は、健全化判断比率等の財政指標において健全性を確保しているところで

ありますが、度重なる新型コロナウイルス感染症拡大の波による地域経済活動の停滞による

影響で税収等の財政収支が依然として見通せないうえ、今後も感染症対策経費などの経常的

な支出が想定されています。 

  このような厳しい財政状況であって、さらには新庁舎建設に伴う仮庁舎での環境であって

も、村民サービスの質を低下させず、新たな日常の実現に向けた取り組み、さらには、道志

村総合計画、第２次道志村まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げた各種施策・事業等につ

いて社会変化を的確に捉え、迅速かつ積極的・戦略的に事業を実施していくことが必要にな

っています。 

  このようなことから、令和４年度予算の編成に当たっては、村民生活や社会経済状況、村

の財政状況を全ての職員がしっかりと認識したうえで、どのような対策・施策が必要なのか

を知恵を出し合って効果的となる取組を押し進めることとし、新型コロナウイルス感染症拡

大の抑制、総合計画、総合戦略の着実な推進、政策的新規事業の企画、デジタルを活用した
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住民サービスの提供、経常収支比率の改善、ふるさと納税基金の活用を６つの基本方針に予

算編成を行いました。 

  令和４年度当初予算につきましては、第１条で歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ

２７億４，９５８万５千円と定めており、昨年の当初予算に比べ６，３５８万５千円の増額、

率にして２．４％の増となっております。 

  歳入は、前年に比べ、村税は村民税、固定資産税、入湯税の減等で減額、地方譲与税は、

森林環境譲与税の増で増額、地方消費税交付金の増額、村の歳入の中枢である地方交付税に

ついては、対前年当初比１１．７％の増額を見込んでおります。使用料及び手数料は、農林

業施設使用料の減等で減額、国県支出金については、総務費国庫補助金、土木費国庫補助金

で増額、衛生費国庫補助金、総務費県補助金で減額、寄付金は人と自然が輝く水源の郷づく

り道志村応援寄付金で増額、繰入金は、広域常備消防事務委託費負担金基金繰入金で増額と

なる一方、道志村公共施設整備等事業基金繰入金、道志村役場庁舎建設基金繰入金、道志村

財政調整基金繰入金などで減額となっており、村債も総務債の増額などで増額となっていま

す。地方債は役場庁舎建設に伴う公共施設等適正管理推進事業債の増額、臨時財政対策債の

減額により対前年当初比４．５％増となっています。 

  歳出は、前年に比べ、総務費において、総務管理費の減額、戸籍住民基本台帳費の増額、

民生費において、社会福祉費の増額、衛生費において、保健衛生費の減額、農林水産業費に

おいて、農業費の増額、商工費において、商工費の減額、土木費において、土木管理費、道

路橋りょう費の増額、住宅費で減額、消防費において、消防費の増額、教育費において、教

育総務費、社会教育費の増額、道志中学校費、保健体育費の減額、公債費において元利金償

還金の減額、諸支出金において、基金費の増額となっています。 

  詳細については第１表歳入歳出予算のとおりです。 

  次に、第２条地方債は、地方自治法第２３０条第１項の規定により、起こすことができる

地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法について、第２表地方債に定める

ものであります。 

  次に、第３条一時借入金は、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の

最高額を、５億円と定めるものであります。 

  次に、第４条歳出予算の流用は、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳

出予算の各項の経費の金額の流用を、給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生

じた場合における同一款内での各項での流用を定めるものであります。 



- 35 - 

 

  なお、この予算の詳細につきましては、歳入歳出予算事項別明細書のとおりであります。 

  以上が令和４年度道志村一般会計予算の内容となります。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（出羽和平君） 本案件について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 質疑なしと認めます。 

  次に、本案件について討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「はい議長」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） これから、討論を行います。 

  まず、原案に反対の方の発言を許します。 

〔「はい議長」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） ４番議員、佐藤徹君 

〔４番議員 佐藤 徹君 登壇〕 

○４番（佐藤 徹君） 議案第２６号令和４年度道志村一般会計予算について反対討論を行い

ます。 

  はじめに、令和３年度道志村一般会計予算には計上されていた道の駅どうし使用料１，２

００万円が令和４年度一般会計予算に計上されていません。 

  令和３年度予算については、使用料を払えるだけの運営になってないとの事で、先日補正

予算で１，２００万円の減額予算が賛成多数で議決されました。 

  ４月からの指定管理委託業者として３年間、株式会社どうしに「道の駅どうし」の運営を

引き続き任せる事も賛成多数で議決されています。 

  初めから使用料を支払う義務がないと思っての運営だと、経営改善は見込めません。道の

駅運営の改善を行い、村に使用料を支払えるように、企業努力をしていただくためにも、昨

年同様に１，２００万円の歳入見込みを行うべきだと思います。 

  次に、歳出２款１項４目に計上されている、公用車新規購入費の村長車購入については、

現村長車は、車に不備はなく、走行距離も８年弱で６万キロメートルとの説明が総務課長か

らありました。平均すると１年に８千キロメートルの走行であればまだ十分使用できます。

中型ハイエースは使用頻度も少なく維持経費が掛かるため、必要時はレンタカーを使用する
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方が経費の軽減につながります。以上の事から、村長車５６８万９千円、中型ハイエース４

２７万５千円の購入費及び関係経費の減額を行うべきだと思います。 

  次に、歳出２款１項５目に計上されている、サテライトオフィス改修整備費ですが、改修

計画がはっきりしていない、施設のランニングコストについても考えていない、入所見込み

もない中での、事業執行はリスクが大き過ぎます。約６，３５０万円の予算計上は村民の理

解を得られないのではないでしょうか。大きい事業をするには、施設の改修内容や計画につ

いて検討して村民の理解を得るのが必要だと思います。サテライトオフィス改修整備費及び

関係経費の減額を行うべきだと思います。 

  次に、歳出３款１項１目に計上されている温泉施設無料入浴券負担金ですが、説明による

と無料入浴券使用者は対象者の１０％前後で、利用者もある程度同じ人しか利用してなく、

村民からは不公平だとの話も聞きました。議会で何度も改善を求めたにもかかわらず、改善

されず予算案に計上されました。 

  また、この財源は、企業版ふるさと納税の寄付金が充てられているが、この寄付金条例、

第１条目的は、人と自然が輝く水源の郷づくりをめざす水源地道志村を愛し、応援しようと

する個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として事業を実施し、寄附金者の道志

村に対する思いを実現することにより、多くの人々の参加による魅力あるふるさとづくりに

資することを目的とする、と定められ、第２条事業の区分で寄附金を財源として実施する事

業を５事業掲げていますが、教育と福祉に関する事業として充当していると思いますが、寄

付者は、ふるさと納税寄付金が、６５歳以上の道志村民の道志の湯温泉施設無料入浴負担金

として使われている事に納得するでしょうか。利用者も少なく不公平感があり、財源にも疑

問があるので見直しを行い、予算修正を行うべきだと思います。 

  現在、ロシアのウクライナ侵攻、コロナウイルス感染症等の影響で、ガソリン、灯油等の

価格高騰、食料品等の値上がり、製造業の生産減少、サービス業の客入りの減少などにより、

社会情勢は大変不安定な状況で一般家庭の生計も厳しい状況となっています。この状況はい

つまで続くのかも見えません。村においても、使えるものは使い、事業の見直しを行い、先

の見えない状況での新規事業は費用対効果の実証及び先進事例等の課題についても検討を行

い判断すべきだと思います。私は、個々の事業について村当局が、どのような議論と検討が

されたのか、疑問を感じます。 

  私は以上の事から本議案に反対いたします。 

  最後に、議員の皆様にお願いします。採決の前に今一度、令和４年度道志村一般会計予算



- 37 - 

 

について考えていただき、道志村議会議員として、また道志村議会として恥じない判断をし

っかりとして戴きたいと思います。 

  以上で反対討論を終わります。 

○議長（出羽和平君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

〔「はい議長」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） ５番議員、佐藤喜章君 

〔５番議員 佐藤喜章君 登壇〕 

○５番（佐藤喜章君） 議案第２６号令和4年度道志村一般会計予算について賛成の討論を行

います 

  道志村温泉施設無料入浴券交付事業について、村在住の６５歳以上の人に一律に交付して

います。村民の福祉、高齢者医療費の抑制などに寄与しています。議員の皆さんも一度入浴

してください。本当にいい湯だと実感します。そのうえで近所や知り合いの人を誘ってみて

ください。利用率は確実に上がり、一人でも多くの村民が健康で長生きしてもらうよう議会

一丸となって取り組んでゆきましょう。村で必要としているデ－ターの収集も進むと考えて

います。 

  道の駅どうしの施設使用料の減免について、台風１９号により国道４１３号が神奈川県内

で通行止めや、コロナ禍の影響により売り上げが下がり続けています。そのため施設使用料

の減免を行いました。しかし売り上げが下がった原因は大きく２点であります。この原因が

無くなることにより、回復することは目に見えています。コロナ終息を見据え、指定管理者

である（株）どうしの皆さんや道の駅どうしの従業員の皆さんも真剣に取り組んでいます。

村民、観光客のニーズに合った商品の開発や従業員のスキルアップにも取り組み長く愛され

る道の駅となってゆくことを要望します。 

  村長のいわれるように、道志の湯、道の駅どうしは村の宝物であり、みんなで力を合わせ

守り育出てゆくことが大事です。又財政難の中、収支バランスのとれた良い予算となってい

ますので、可決後はすみやかに予算を執行し経済活動などの早期回復を期待します。 

  これで議案第２６号令和４年度道志村一般会計予算についての賛成討論とします。 

○議長（出羽和平君） 他に討論はありませんか。 

〔「討論なし」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） これで討論を終わります。 

  これより議案第２６号を採決いたします。 
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  この採決は、起立によって行います。 

  議案第２６号について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（出羽和平君） 賛成多数。 

  よって、議案第２６号令和４年度道志村一般会計予算は、原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第２７号から第３３号の一括上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（出羽和平君） 日程第１２、議案第２７号令和４年度道志村国民健康保険特別会計予

算から、日程第１８、議案第３３号道志村後期高齢者医療特別会計予算までの７案件は、特

別会計予算関連議案ですので一括議題といたします。 

  村当局より提案理由の説明を求めます。 

〔「はい議長」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 住民健康課長、山口登美君。 

○住民健康課長（山口登美君） 議案第２７号令和４年度道志村国民健康保険特別会計予算に

ついてご説明いたします。 

  第１条におきまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億７，２４２万８千円と定めてお

ります。第２条において、歳出予算の流用について定めるものであります。 

  国民健康保険制度は、国民皆保険の要であり、地域に欠かせない医療の提供と地域住民の

健康の保持増進のため、安定的な運営が求められております。山梨県国保運営方針では、国

保運営を安定させ、保険料増加をさせないよう取り組むと同時に、将来的には保険料水準の

県下統一を目指し、県が中心となる協議を行っております。令和４年度予算では、長期化す

るコロナの影響により税収の大幅減が見込まれるため、被保険者の負担軽減措置として財政

調整基金の繰入れを見込んでおります。 

  令和４年度の予算につきまして、歳入予算からご説明いたします。 

  １款国民健康保険料４，７９１万８千円、２款使用料及び手数料２万円、６款県支出金１

億９，６０１万円、８款繰入金２，７６７万５千円、内訳といたしまして、一般会計繰入金

２，６６７万５千円、基金繰入金１００万円、９款繰越金１千円、１０款諸収入８０万３千

円、１１款財産収入１千円とし、歳入予算の総額を２億７，２４２万８千円と定めておりま

す。 

  次に歳出予算について、ご説明いたします。 
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  １款総務費１，４１３万円、２款保険給付費１億５，８２５万６千円、３款国民健康保険

事業費納付金５，８３５万５千円、５款保健事業費５７７万８千円、６款基金積立金１千円

７款諸支出金３，４４０万８千円、８款予備費１５０万円とし、歳出予算の総額を２億７，

２４２万８千円と定めるものです。 

  詳細につきましては、歳入歳出予算事項別明細書のとおりでございます。 

  続きまして、議案第２８号令和４年度道志村国民健康保険診療所特別会計予算についてご

説明いたします。 

  第１条におきまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億３，６３５万１千円と定め、第

２条において歳出予算の流用について定めるものであります。 

  診療所は、国民健康保険の保健事業の一環として設置されており、医療機関としての医療

サービスの提供に加え、保健、福祉と連携することで、一体的な住民サービスを行うことが

できます。令和４年度から、医科診療所に常勤医師を確保し、安定した医療体制の構築を図

ります。 

  令和４年度の予算につきまして、歳入予算からご説明いたします。 

  １款診療収入４，２９３万１千円、２款使用料及び手数料８万１千円、３款繰入金６，６

９８万６千円、５款諸収入１３５万３千円、７款村債２，５００万円とし、歳入予算の総額

を１億３，６３５万１千円と定めております。 

  次に歳出予算について、ご説明いたします。 

  １款総務費７，８７６万７千円、２款医業費２，１２８万５千円、３款施設整備費２，６

８７万４千円、４款公債費８９２万５千円、５款予備費５０万円とし、歳出予算の総額を１

億３，６３５万１千円と定めるものです。  

  詳細につきましては、歳入歳出予算事項別明細書のとおりでございます。 

  ご審議をよろしくお願いいたします。 

〔「はい議長」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 産業振興課長、山口俊一君。 

○産業振興課長（山口俊一君） 議案第２９号 令和４年度道志村簡易水道事業特別会計予算

についてご説明いたします。 

  簡易水道事業につきましては、安価で安定した水の供給を行うため、老朽化した施設の更

新等を行い、適正な管理運営を目指しています。 

  第１条におきまして、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億６３万６千円と定め
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ております。歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表 歳入歳出予算

によるものでございます。 

  令和４年度の予算につきまして、歳入予算からご説明いたします。 

１款分担金及び負担金４２万９千円、２款使用料及び手数料７６６万円、３款国庫支出金６２

８万８千円、５款繰入金５，１６２万９千円、６款繰越金２０万円、７款諸収入３万円８款

村債３，４４０万円でございます。 

  次に、歳出予算についてご説明いたします。 

  １款簡易水道事業費６，７６８万６千円、２款公債費３，２４５万円、３款予備費５０万

円でございます。第２条は、地方債について定めております。起債の目的等につきましては、

第２表地方債によります。第３条は、歳出予算の流用について定めております。 

  なお、この予算の詳細につきましては、歳入歳出予算事項別明細書のとおりであります。  

  以上が、令和４年度道志村簡易水道事業特別会計予算の内容となります。 

  ご審議をよろしくお願いいたします。 

〔「はい議長」という声あり〕 

○住民健康課長（山口登美君） 議案第３０号令和４年度 道志村介護保険特別会計予算につ

いて、ご説明いたします。 

  第１条におきまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億９，９３８万６千円と定め、第

２条において、歳出予算の流用について定めるものであります。 

  介護保険事業につきましては、第８期介護保険事業計画の目標と具体的な施策のもと地域

包括ケアシステムの整備・充実を目指し、介護と医療の連携による事業の推進を図ってまい

ります。 

  令和４年度の予算につきまして、歳入予算からご説明いたします。 

  １款保険料４，７３５万７千円、２款使用料及び手数料１千円、３款国庫支出金４，３５

５万６千円、４款支払基金交付金４，９５７万８千円、５款県支出金２，９２８万３千円、

６款繰入金２，９６０万８千円、８款繰越金１千円、９款諸収入２千円とし、歳入予算の総

額を１億９，９３８万６千円と定めております。 

  次に歳出予算について、ご説明いたします。 

  １款総務費４０６万８千円、２款保険給付費１億７，９２５万円、４款地域支援事業費１，

２９６万６千円、５款基金積立金１千円、６款諸支出金２６０万１千円、７款予備費５０万

円とし、歳出予算の総額を１億９，９３８万６千円と定めるものです。 
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  詳細につきましては、歳入歳出予算事項別明細書のとおりでございます。 

  続きまして、議案第３１号令和４年度道志村介護保険サービス事業特別会計予算について

ご説明いたします。 

  第１条におきまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ７９万６千円と定めるものでありま

す。 

  令和４年度の予算につきまして、歳入予算からご説明いたします。 

  １款介護サービス事業収入５２万５千円、２款繰入金２７万１千円とし、歳入予算の総額

を７９万６千円と定めております。 

  次に歳出予算について、ご説明いたします。 

  １款 総務費７９万６千円とし、歳出予算の総額を７９万６千円と定めるものです。 

  詳細につきましては歳入歳出予算事項別明細書のとおりでございます。 

  ご審議をよろしくお願いいたします。 

〔「はい議長」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 産業振興課長、山口俊一君。 

○産業振興課長（山口俊一君） 議案第３２号令和４年度道志村浄化槽事業特別会計予算につ

いてご説明いたします。 

  浄化槽事業につきましては、道志村生活排水処理基本計画及び個別排水処理施設整備計画

に基づき、浄化槽の設置、保守等により、水質保全を図っています。 

  第１条におきまして、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億４，０９５万円と定

めております。歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表 歳入歳出予

算によるものでございます。 

  令和４年度の予算につきまして、歳入予算からご説明いたします。 

  １款分担金及び負担金３９１万７千円、２款使用料及び手数料１，７１６万５千円、５款

繰入金７，５４６万６千円、６款繰越金１０万円、７款諸収入２千円、８款村債４，４３０

万円でございます。 

  次に、歳出予算についてご説明いたします。 

  １款浄化槽事業費１億１，５１１万４千円、２款公債費２，５７８万６千円、３款予備費

５万円でございます。第２条は、地方債について定めております。起債の目的等につきまし

ては、第２表地方債によります。第３条は、歳出予算の流用について定めております。 

  なお、この予算の詳細につきましては、歳入歳出予算事項別明細書のとおりであります。 
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  以上が、令和４年度道志村浄化槽事業特別会計予算の内容となります。 

  ご審議をよろしくお願いいたします。 

〔「はい議長」という声あり〕 

○住民健康課長（山口登美君） 議案第３３号令和４年度道志村後期高齢者医療特別会計予算

についてご説明いたします。 

  第１条におきまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４，７６８万９千円と定めるもので

あります。 

  後期高齢者医療制度は、運営主体が山梨県後期高齢者医療広域連合であり、２年ごとに保

険料率を見直すこととされています。令和４年度は、団塊の世代が、７５歳に到達し始める

ことにより、急激に被保険者が増加することを見込み、保険料率及び窓口負担割合の見直し

が予定されております。市町村の業務としては、保険料徴収、各種申請受付、被保険者証の

発行、広報ＰＲ業務などを行うものです。 

  令和４年度の予算につきまして、歳入予算からご説明いたします。 

  １款後期高齢者医療保険料１８，５４万３千円、２款広域連合支出金３９万８千円、３款

使用料及び手数料２千円、５款分担金及び負担金１２万円、６款繰入金２，８５２万２千円

７款諸収入１０万４千円とし、歳入予算の総額を４，７６８万９千円と定めております。 

  次に歳出予算について、ご説明いたします。 

  １款総務費１２１万１千円、２款後期高齢者医療負担金４，５１６万９千円、３款保健事

業費９０万８千円、４款諸支出金１０万１千円、５款予備費３０万円とし、歳出予算の総額

を４，７６８万９千円と定めるものです。 

  詳細につきましては歳入歳出予算事項別明細書のとおりでございます。 

  ご審議をよろしくお願いいたします。 

○議長（出羽和平君） 以上の７案件について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 質疑なしと認めます。 

  次に、７案件について討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 討論なしと認めます。 
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  これより、議案第２７号から、議案第３３号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第２７号から、議案第３３号について、原案のとおり決することにご異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第２７号令和４年度道志村国民健康保険特別会計予算、議案第２８号令和４

年度道志村国民健康保険診療所特別会計予算、議案第２９号令和４年度道志村簡易水道事業

特別会計予算、議案第３０号令和４年度道志村介護保険特別会計予算、議案第３１号令和４

年度道志村介護保険サービス特別会計予算、議案第３２号令和４年度道志村浄化槽事業特別

会計予算、議案第３３号令和４年度道志村後期高齢者医療特別会計予算、以上７案件は、原

案のとおりのとおり決定しました。 

────────────────────────────────────────── 

◎同意第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（出羽和平君） 追加日程第１、同意第１号道志村固定資産評価審議委員会委員の選任

につき同意を求めることについて議題といたします。 

  村当局より提案理由の説明を求めます。 

〔「はい議長」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 総務課長、菅谷克士君。 

○総務課長（菅谷克士君） 同意第１号道志村固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意

を求めることについてご説明をいたします。 

  固定資産評価審査委員の任期満了に伴い欠員が生じるため、次の者を委員に選任したいの

で、地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

  同意を求める者 

  住  所  山梨県南都留郡道志村９８６９番地 

  氏  名  佐藤 豊明       

  生年月日  昭和３２年５月１８日 

  住  所  山梨県南都留郡道志村１２４３３番地 

  氏  名  池谷 朝夫 

  生年月日  昭和３３年８月２２日 
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  以上が道志村固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについての内容

になります。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（出羽和平君） 本案件について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 質疑なしと認めます。 

  次に、本案件について討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 討論なしと認めます。 

  これより、同意第１号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案件は、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 異議なしと認めます。 

  よって、同意第１号道志村固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに

ついては、原案のとおり同意することに決しました。 

────────────────────────────────────────── 

◎閉会中の継続調査について 

○議長（出羽和平君） 日程第１９、閉会中の継続調査について議題といたします。 

  本件は、お手元に配布してありますとおり、議会運営委員長、各常任委員長、資格審査特

別委員長から、閉会中の所管事務等の継続調査及び委員会活動を推進するため、研修等実施

の申し出がありました。 

  お諮りします。 

  議会運営委員長、各常任委員長、資格審査特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の所

管事務等の継続調査及び研修等実施に付することに、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 異議なしと認めます。 

  よって、議会運営委員長、各常任委員長、資格審査特別委員長からの申し出のとおり、閉
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会中の所管事務等の継続調査及び研修等実施に付することに決定いたしました。 

  以上で、議事は全て終了しました。 

────────────────────────────────────────── 

◎副村長挨拶 

○議長（出羽和平君） ここで、村長職務代理山口晃司君から挨拶をお願いいたします。 

〔「はい議長」という声あり〕 

○議長（出羽和平君） 副村長、山口晃司君。 

〔副村長 山口晃司君 登壇〕 

○副村長（山口晃司君） 令和４年第２回道志村議会３月定例会の閉会にあたり、一言ごあい

さつを申し上げます。 

  議員のみなさまがたにおかれましては、３月８日の開会から本日まで、慎重かつ熱心にご

審議を賜り、令和４年度、一般会計ほか７つの特別会計当初予算をはじめ、提案いたしまし

た案件をお認めいただき、誠にありがとうございました。 

  また、全員協議会では、村の様々な課題について、多岐にわたり熱心にご審議いただき、

大変貴重な意見を賜ることができました。これらのご意見は真摯に受けとめ、今後の村政に

活かしてまいりたいと考えています。 

  さて、新型コロナウイルスは、村内でも感染者が確認されるなど、予断を許さない状況で

はありますが、山梨県内の新規感染者や入院患者の数は減少傾向にあり、山梨県からの協力

要請も一部が緩和されました。本村においても、住民の皆様のご協力とご努力や、３回目と

なるワクチン接種の実施により、感染拡大を最小限に抑え込むことができておりますが、今

後は、基本的な感染防止対策を講じながらも、経済回復に向けて取り組む転換期だと考えて

おり、お認めいただいた予算を適切に執行し、地域の活性化に全力で取り組んでまいりたい

と思います。 

  また、令和4年度においては、役場新庁舎の建築が開始される予定となっています。住民

の皆様にとって、親しみのある庁舎となれるよう、職員一同取り組んでまいりますので、議

員の皆様においてもご協力をお願いします。 

  終わりに、日増しに暖かくなり、春の訪れを感じられる過ごしやすい季節となりました。

議員の皆様におかれましては、健康に留意され益々のご活躍をいただきますよう、ご祈念申

し上げまして、令和４年第２回道志村議会定例会閉会にあたりましてのご挨拶とさせていた

だきます。 
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  ありがとうございました。 

────────────────────────────────────────── 

◎閉議の宣告 

○議長（出羽和平君） これで本日の日程は全て終了しましたので、本日の会議を閉じます。 

────────────────────────────────────────── 

◎閉会の宣告 

○議長（出羽和平君） これをもって令和４年第２回道志村議会定例会を閉会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

（午後３時１５分） 
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   上記会議録を証するため下記署名いたします。 

 

   令和  年  月  日 

議  長  

署名議員  

署名議員  

 

 

 


